
船舶事故調査報告書 

令和６年１０月２日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 乗揚 

発生日時 令和５年１２月２０日 ０６時１０分ごろ 

発生場所 広島県呉
くれ

市呉港広区 

 呉港阿賀
あ が

沖防波堤西灯台から真方位１８５°３１０ｍ付近 

 （概位 北緯３４°１３.１′ 東経１３２°３５.７′） 

事故の概要  漁船明神
みょうじん

丸は、航行中、捨石に乗り揚げた。 

事故調査の経過 令和６年４月１２日、主管調査官（広島事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

漁船 明神丸、４.８０トン 

 ＨＳ３－３７９８１、個人所有 

 乗組員等に関する情報 船長、二級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 プロペラ及びシャフトに曲損 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 北東、風速 約２m/s、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 下げ潮の中央期 

 事故の経過  本船は、船長が１人で乗り組み、底びき網漁の目的で、船長が操縦

席に腰を掛け、レーダーを休止としてＧＰＳプロッターを作動させ、

呉港広区の係留場所を出航し、約５～６ノットの対地速力で、手動操

舵により航行していた。（図１参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 係留場所に係留中の本船 

 

船長は、港内の慣れた海域であったので、いつものように目視のみ

により周囲を見ながら、広区の沖防波堤を左舷方に見て通過した後、



前方にある埋立地（以下「本件埋立地」という。）を右舷方に見て航

行する予定であった。 

船長は、ふだん本件埋立地の北東端に設置してある黄色回転灯（以

下「１番回転灯」という。）を目標として航行していたが、本件埋立

地の東側の岸壁に大型の台船が停泊しており、同台船の明かりが煌々
こうこう

と光っていたので、１番回転灯を視認することができず、本件埋立地

の北東端から２番目の黄色回転灯（以下「２番回転灯」という。）を

１番回転灯と思った。 

船長は、いつものように１番回転灯を右舷方に見て約１００ｍ離す

針路で航行すれば良いと思い、目視のみに頼って２番回転灯を１番回

転灯と思い込んだまま右転し、南西進を開始した。 

船長は、同じ針路及び速力で航行を続けていたところ、目前に迫っ

た本件埋立地の防波堤を認めて危険を感じ、主機を全速力後進に掛け

たものの、同防波堤の北東方沖に設置された捨石（以下「本件捨石」

という。）に乗り揚げた。 

船長は、自力で離礁を試みたが、離礁できなかったので、僚船に救

助を依頼した。 

本船は、高潮時を待って僚船の支援を受けて離礁した。 

船長は、平成元年ごろから漁師をしており、本船には平成１０年ご

ろから船長として乗り組み、令和元年ごろから約２年間は別の仕事に

ついていたが、令和３年ごろから再び漁師として本船に乗り組んでい

た。 

本船には、レーダーが搭載されていたが、船長が別の仕事について

いた間に、特定船舶局・無線航行移動局（レーダーのみの船舶）の免

許の有効期限が切れ、その後、申請を行っていなかったので、本事故

時は使用できない状態であった。 

船長は、いつも慣れた海域で操業しているので、レーダーが使えな

くても支障がないと思っていた。 

船長は、港内の慣れた海域だったので、ＧＰＳプロッターを作動さ

せていたものの、広域表示としていて、同プロッターを活用していな

かったが、夜間は、目視のみで航行せずにＧＰＳプロッターで船位を

確認していれば良かったと本事故後に思った。 

（付図１ 事故発生経過概略図 参照） 

分析  本船は、呉港広区の沖防波堤を左舷方に見て航行中、船長が２番回

転灯を１番回転灯と思い込み、目視のみに頼って２番回転灯を右舷方

に見て約１００ｍ離す針路となるように右転した後、本件埋立地に向

かって航行を続けたことから、目前に迫った本件埋立地の防波堤を認

めて危険を感じ、主機を全速力後進に掛けたものの、本件捨石に乗り

揚げたものと考えられる。 

 船長は、いつも慣れた海域で操業しており、レーダーが使えなくて



 

も支障がないと思っていたことから、レーダーの免許の有効期限が切

れた後も申請を行っていなかったものと考えられる。 

原因  本事故は、夜間、本船が呉港広区の沖防波堤を左舷方に見て航行

中、船長が、２番回転灯を１番回転灯と思い込み、目視のみに頼って

２番回転灯を右舷方に見て約１００ｍ離す針路となるように右転した

後、本件埋立地に向かって航行を続けたため、本件捨石に乗り揚げた

ものと考えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止及び被害の軽減に役立つ事項として、

次のことが考えられる。 

・小型漁船の船長は、夜間においては目標としている回転灯等が視

認できないことがあるので、慣れた海域であっても、目視のみに

頼らず、レーダー及びＧＰＳプロッターを活用して針路及び船位

の確認を行いながら航行すること。 

・レーダーを装備した小型漁船の船長は、特定船舶局・無線航行移

動局（レーダーのみの船舶）の免許の有効期限が切れないよう留

意するとともに、必要な使用料を納付できないなどの事情によっ

てレーダーが使用できなくなった場合、早期に手続きを行って

レーダーが使用できる状態としておくことが望ましい。 

・船長は、船舶事故が発生した場合、適切な助言や支援を受けられ

るよう、速やかに海上保安庁に通報すること。 



付図１ 事故発生経過概略図 
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